
次のいずれか 
修繕＞備品・施設<小規模>修繕 建築類 
修繕＞備品・施設<小規模>修繕 設備類 



平成２９年１２月１４日
午前１０時５０分

　財務部　管財課

４　日程等

公告日 　東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。
　閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。

ア

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間

手　続　き　等 期　間　・　期　日　等 場　　所　　・　　留　　意　　事　　項

　東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。
　見本等の有無：

同等品確認期間ウ
(物品の買入れ及
び借入れに限る）

　同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファック
スすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡する
こと。
　なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ　質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。

　質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。
　質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。

エ 同等品確認回答
閲覧期間

　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

オ 質問書提出期間 　質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発
注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発
注担当課へ事前に電話連絡すること。　

(午前 8時30分～午後 5時15分)

カ 回答書閲覧期間 　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

キ 入札期間

(午前 8時30分～午後 5時15分)

入札場所
　東広島市総務部契約課（契約担当課）
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。
　初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本
市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に
作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
　特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調
達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。

ク 開札日時 開札場所
　入札室（東広島市西条栄町８番２９号　本庁本館４階）
　開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは
、開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札
（１回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加で
きるものとする。
　再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。
　再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。
　再度の入札は、２回目まで行う。

５　資格要件確認資料の提出

（１）提出書類

書類の区分

ア 入札参加資格要件確認申請書

提出書類
（○印） 備考

入札参加資格要件総括表イ
誓約書ウ
配置予定技術者届出書エ
履行実績確認表オ
履行実績証明書（物品・委託役務）カ
法令等による登録等を確認するための資料キ
その他ク

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
（３）提出期限　
（４）提出先　　「６　問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。
（５）その他
　入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
　資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
　資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
　資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

平成２９年１２月 １日

平成２９年１２月 ６日～
平成２９年１２月１４日
平成２９年１２月１２日～
平成２９年１２月１３日

　本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

無

　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館６階）
　電話番号　082-420-0908／ファックス番号　082-422-6850

平成２９年１１月２４日～

６　問い合わせ先（契約担当課）

平成２９年１１月２４日

平成２９年１１月２４日～
平成２９年１２月１４日

　総務部契約課　物品役務係
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　電話番号　　　　０８２－４２０－０９３０
　ファックス番号　０８２－４３１－００７７



平成２９年度 黒瀬支所南庁舎１階執務室照明器具取り替え修繕 仕様書 
 

 

１ 修繕名称：平成２９年度黒瀬支所南庁舎１階執務室照明器具取り替え修繕（以下「本

修繕」という。） 

 

２ 履行場所：東広島市黒瀬支所南庁舎１階 

 

３ 履行期間：契約締結日の翌日から平成３０年２月２８日まで 

 

４ 修繕概要：黒瀬支所南庁舎１階執務室の照明器具をＬＥＤに取り替える。既存照明は

撤去し、既存照明に係る天井ボードも貼り替える。 

 

５ 使用材料、数量等 

  ①照明器具取り替え 

部屋名 既存照明撤去 数量 新規照明参考型式 数量 

執務室 

Panasonic 

FSA42001F VPH9 
18台 

Panasonic 

XLX450UENZLE9 

(昼白色、5040lm、光源寿

命 40000時間、グリーン購

入法適合) 

18台 

東芝 

FR-4249F-200H（※） 
18台 

          ※18台の内、実際に使用しているものは 2台のみ。 

 

 

 

 

 

 

  ②天井ボード貼り替え 

部屋名 天井ボード規格 数量 

執務室  化粧プラスターボード 9.5mm 455mm×910mm 162枚 
          ※既存照明に係る天井ボードを貼り替える。 

 

６ 作業位置図：「位置図」「修繕箇所図」のとおり。 

 

７ その他 

（１）受注者は、電気工事士法（昭和 35 年法律第 139 号）その他本修繕に関して必要な

関係法令を全て遵守しなければならない。 

（２）受注者は、業務責任者を定め東広島市（以下「発注者」という。）に届け出るものと

し、業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、修繕請負契約約款（以下「約款」

という。）第１１条により修繕実施責任者を定めた場合は、その者を業務責任者とす

る。 

（３）約款第４条に定める修繕実施計画書には、実施日時、作業内容、作業手順、作業範

囲、安全管理体制等を記載すること。 

（４）業務責任者は、作業内容を写真等で記録した報告書を作成し、発注者に届け出るも

のとする。 

【現況について】 

・建築当時に東芝製の埋め込み型蛍光灯（18 台）を設置し、その後の改修時にこの埋め込み型蛍光灯を撤去せ

ずに、付近に Panasonic 製の逆富士型蛍光灯（18 台）を設置した。 

・現在は、逆富士型 18 台と埋め込み型 2 台を使用して執務環境を確保している。 

・本修繕においては、埋め込み型蛍光灯を取り外して新たに LED 照明を設置するものである。 

・なお、今後使用しないこととなる逆富士型の 18 台については本修繕により取り外し・撤去するものとする。 



（５）本修繕の実施に当たり必要となる消耗品等については受注者の負担とする。 

（６）仕様書等に記載した参考型式以外の機材を使用するときは、参考型式と同等以上の

品質・性能を有することを示す書類を発注者に提出し、事前に承認を得ること。 

（７）仕様書等に記載のない事項については、国土交通省官庁営繕部が制定した公共建築

工事標準仕様書（建築工事編）平成２８年版 １９章「内装工事」に定めるところに

よる。 

（８）本修繕にあたり交換する等により取り外された部品等については、発注者の指示の

あったものを除いて受注者の責任において適切に処分すること。 

（９）受注者は、本修繕の実施に当たり、所管官庁等への許可及び申請又は届出等が必要

となる場合は、これらの手続きに係る事務を代行する。 

（10）受注者は、修繕に際し、修繕関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機並び

に迷惑を防止するために必要な措置をとること。また、支所の利用者及び周辺住民の

安全に十分配慮すること。 

（11）本修繕の着手時期及び作業に係る詳細な日程は、発注者と協議の上決定する。 

（12）本修繕の作業に際し、受注者は、作業中も支所が通常どおり運営ができるよう配慮

しなければならない。 

（13）本修繕の実施に当たり、仮設の足場含む補修用仮設が必要となる場合、これらの管

理は、受注者の責でこれを行う。この際、関係法令に係る手続きが必要となる場合は、

第７項と同様に受注者が手続きに係る事務を代行する。 

（14）受注者は、補修用仮設が必要となる場合、修繕計画書及びこれに類する許可書等の

写しを発注者に提出しなければならない。 

（15）本修繕に従事する作業者の駐車は、支所駐車場を使用するものとする。 

（16）本修繕に係る関係車両の駐車及び通行は、可能な限り一般の来庁者に支障のない場

所で行うものとする。 

（17）受注者は、本修繕の作業期間中における来庁者等の安全を確保するため、常に発注

者及び支所の関係者に作業工程などの情報を提供し、調整を図らなければならない。

このため、必要に応じて支所の関係者、受注者、発注者による打ち合わせ（以下「３

者会議」という。）を行う。 

（18）３者会議は、３者のうちいずれの者からの申し出によっても随時開くことができる

ものとする。 

（19）本修繕の作業日は、１２月２９日から１月３日を除く期間の内、土曜日、日曜日及

び国民の祝日に関する法律に定める祝日とし、作業時間帯は午前９時から午後５時ま

でとする。ただし、作業の過程において止むを得ず作業日時を変更しようとする場合

は、事前に発注者の了解を得なければならない。 

（20）作業日前日に事務机上にある書類等は発注者の責任と負担により箱詰めして撤去す

るが、パソコンを含む他の機材は設置したままとするので、作業に当たっては、破損、

汚れ等の無いように必要な措置を取ること。 

（21）受注者は、本修繕に起因して騒音、振動、粉じん等が発生する可能性がある場合、

これらの影響が最小となるよう対策に万全を期さなければならない。 

（22）受注者は、本修繕に起因して第３者に損害を与えた場合は、受注者の責でこれを解

決し、補償・補てんしなければならない。  

（23）受注者は、本修繕の実施に伴い産業廃棄物が発生した場合は、これらを適正に処理

しなければならない。また、このために必要な書類を整理しなければならない。 

（24）その他、本修繕に関して疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定するものとする。 

 

  



８ 事前見学等 

修繕対象施設の事前見学は、事前に発注担当課に申し出た上で、平成２９年１１月３

０日までに発注者が認めた時間帯において見学を認めることとする。ただし、現場での

口頭による質疑応答は認めないため、質問がある場合は入札公告に定めるところにより、

所定の期日までに提出することとする。（質問書提出期限：平成２９年１２月１日） 

 

９ 問い合わせ先（発注担当課） 

（１）発注担当課 

   財務部 管財課 資産経営係 

   東広島市西条栄町８番２９号 

   電話  ０８２－４２０－０９０８ 

   ＦＡＸ ０８２－４２２－６８５０ 

（２）修繕対象施設                                     

東広島黒瀬支所南庁舎１階 

   東広島市黒瀬町丸山１３３３番地 

   電話  ０８２３－８２－０２１６ 

   FAX  ０８２３－８３－２４０３ 

 



位置図 
 

黒瀬支所 

南庁舎 



修繕箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

執務室 
（照明器具取替え範囲） 

建築当時の蛍光灯のみ掲載
されている。 

改修時に追加された蛍光灯
の配置については、参考写
真を参照のこと。 



断面詳細図 

 
  



参考写真 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       執務室                           執務室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用中の既存照明（FSA42001F VPH9）18台と       使用中の既存照明（FR-4249F-200H）2台 

使用していない既存照明（FR-4249F-200H）16台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大写真 


